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（趣旨及び適用範囲） 

第 １ 条    この一般工事仕様書（以下「仕様書」という）は、発注者（以下「甲」という）が請負に

より施工する各種工事に適用する。 

     ２． 工事はすべて工事契約書・設計図書・水道工事標準仕様書（日本水道協会）・県土木工事共

通仕様書・建築工事共通仕様書・電気工事共通仕様書及びこの仕様書に基づき施工しなけれ

ばならない。 

     ３． 前項に記載されていない事項であっても、工事の性質上あるいは施工上当然必要なものは、

甲の指示に従って請負者（以下「乙」という）の負担でこれを施工しなければならない。 

     ４． 仕様書・設計図・設計内訳に疑義のあるときは、甲の指示するところによるものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第 ２ 条    工事の施工に当り乙は、次に掲げる法律及びその他関係法令･条例･規則等を遵守すること。 

       建設業法・道路法・道路交通法・労働基準法・労働安全衛生法・職業安定法･労働者災害補償

保健法・緊急失業対策法・騒音規制法・振動規制法・河川法・港湾法・消防法・文化財保護

法・水質汚濁防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・労働安全衛生規則・酸素欠乏症

等防止規則・水道法・土木工事安全施工技術指針 

なお、これら諸法規の運用適用は、乙の負担と責任において行うこと。 

 

（書類の提出） 

第 ３ 条    乙は、指定の日までに、施工計画書・工程表・その他甲の定める様式による書類を提出し、

承認を得なければならない。 

     ２． 乙は、承認を得た工程表に従い、工事を実施できるよう努力しなければならない。 

     ３． 乙は、工程表の変更を必要とする場合、その都度監督員の承認を得て修正を行う。 

 

（監督員） 

第 ４ 条    監督員とは、当該工事を監督する甲の指定する職員をいう。 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第 ５ 条    乙は、現場代理人及び工事現場における工事施工上の技術管理をつかさどる主任技術者を

定め、書面をもって甲に通知すること。 

     ２． 現場代理人・主任技術者は、これを兼ねることができる。 

     ３． 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するとともに、常に監

督員と緊密な連絡をとり、工事の円滑・迅速な進行をはかること。 

     ４． 現場代理人は、工事の従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締り、火災･

盗難の予防・衛生等に配慮するとともに、特に、住民に迷惑をかけないよう指導すること。 

 

（官公署等への諸手続） 

第 ６ 条    乙は、工事の施工に必要な関係諸官公署及び他企業への諸手続に当たっては、あらかじめ

監督員と打ち合せの上、速やかに行わなければならない。 

 

（請負者の負担） 

第 ７ 条    乙は、設計図書又は仕様書に示さなくても、次の各号に揚げる軽易事項に要する費用を負

担するものとする。 

    （１） 工事上又は工事目的物の維持上、欠くことの出来ない材料及び作業の費用。 

    （２） 給水管分岐替えに伴う仮設材料。（キャップ等） 

    （３） 工事上障害となる竹木、その他の障害物又は工事により生じた不要物品の跡片付けに要す

る費用。 

    （４） 各種試験・検査及び工事写真撮影に要する費用。 

    （５） 水圧試験に伴う仮設材料。 

    （６） 工事上必要な仮橋・仮水路・交通標識及び防災保安上必要な仮設物の設置並びに原形復旧

に要する費用。 

    （７） 道路工事施工中の交通整理費及び道路維持に要する費用。 

    （８） 工事終了後の跡片付け及び清掃などに要する費用。 

    （９） 乙の責に帰する事項に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（工事変更の対象） 

第 ８ 条    工事施工内容に変更が生じた場合、両者協議の上、検討するものとする。 

（工事の中止） 

第 ９ 条    甲は、次のいずれの場合、工事の施工を全部又は一部について一時中止することができる。 

    （１） 工事内容の変更、関連工事との調整、天災、その他の理由で監督員が必要と認めたとき。 
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    （２） 乙が理由なく監督員の指示に応じないとき。 

    （３） 乙の不都合な行為があるとき。 

    （４） その他甲が指定又は指示したとき。 

 

（第三者への賠償義務） 

第 10 条    乙は、工事の為甲又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負うものとする。 

     ２． 乙の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償について、甲は一切のその

責を負わない。 

 

（工事の検査） 

第 11 条    甲の実施する工事の出来形検査、中間検査及び完成検査にあたっては、乙の現場代理人・

主任技術者は必ず立ち合わなければならない。 

     ２． 出来形検査及び中間検査に合格した既成部分についても、完成検査のときに手直しを命じ

ることがある。 

 

（防災及び保安） 

第 12 条    乙は、気象情報等に十分注意を払い、常に万全の措置を講じられるよう準備しておかなけ

ればならない。 

     ２． 乙は、道路上又はその付近で工事を行う場合で道路の通行止、片側通行、その他の制限を

行う時は、道路利用者及び沿道住民が十分確認できる箇所へ、それに該当する所定の道路標

識を設けなければならない。 

     ３． 乙は、工事施工の為通行者に危険を及ぼす恐れのある場合、もしくは一般の通行を禁止す

る必要がある場合、その区域に適当な防護柵を設けるとともに、通行者の注意を促す為の標

識又は立入禁止の標識を設置し、速やかに監督員に報告しなければならない。この場合夜間

は、回転灯・赤色灯・バリケ－ド等など十分な安全対策を施さなければならない。 

     ４． 乙は、工事施工にあたり安全確保のための交通誘導員を適宜配置しなければならない。ま

た、通水時における仕切弁操作においても危険箇所については同様とする。 

（用地の使用） 

第 13 条    民有地を利用する場合、土地の借上げ・補償等はすべて乙の負担と責任において行わなけ

ればならない。 

 

（仮 設） 

第 14 条    工事施工に必要な機械器具・工事用建物材料置場、仮道・その他工事に使用する仮設備な

どの配置計画並びにその変更については、甲の承認を得なければならない。 

     ２． 工事場所の周囲には、工事期間中、必要に応じて仮囲いを設けなければならない。 

     ３． 覆工板は荷重に十分耐え得る材質と寸法で、取付け等の構造は監督員と協議してから施工

しなければならない。 

     ４． 覆工板は、ガタツキのないよう在来路面との境にスリ付け材を使用し、安全でなければな

らない。 

 

（障害物の取扱い） 

第 15 条    工事上支障となる竹林・石材・その他在来の工作物等の取扱いについては、監督員の指示

を受けなければならない。 

     ２． 地下埋設物等（電話・電気・ガス・下水・その他）は、施工の前に調査し、監督員に報告

しなければならない。 

 

（公害防止） 

第 16 条    乙は、工事中に発生する騒音・振動に対して適切な措置を講じ、地域住民との間にトラブ

ルのないよう施工しなければならない。 

 

（工事日報） 

第 17 条    乙は、毎日の工事にかかる使用材料・就労者数及び工事出来高等を記載した工事日報を監

督員に提出しなければならない。 

     ２． 工事日報の様式は、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 

 

（工事写真） 

第 18 条    乙は、監督員の指示に従い、工事着手から竣工までの一連の関係写真を撮影編集して、写

真帳として提出しなければならない。 

     ２． 工事の写真は、各工程を関連づけて撮影しなければならない。 

     ３． 工事出来形写真を撮影するときは、長さ･幅･高さを箱尺、リボンテ－プ、ポ－ル、スケ－
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ル等を必ずあてて判読できるよう又、周囲の固定した建物等を含めて撮らなければならない。 

 

（材料の管理） 

第 19 条    工事に使用する各種工事用材料は、工程表に従い工事の進捗に支障のないよう配慮しなけ

ればならない。 

     ２． 現場に搬入した材料は、材料調書と材料検査願を監督員に提出し、検査を受けなければな

らない。また、合格した材料は随時点検できるよう整理保管の責任を負わなければならない。 

     ３． 検査に合格した材料であっても、使用時に監督員が不良品と認めたものは使用することが

できない。この場合、使用不適の材料は、速やかに良品と交換しなければならない。 

     ４． 使用材料は、すべて日本産業規格(J.I.S)・日本農林規格(J.A.S)・日本水道協会規格

(J.W.W.A)等に適合しなければならない。規格にないものは、市場品中等以上のものでなけ

ればならない。この場合、速やかに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。 

 

（現場管理） 

第 20 条    乙は、工事施工中監督員及び所轄庁の許可なくして交通の妨害となるような行為又は、公

衆に迷惑を及ぼす等の施工方法をとってはならない。 

     ２． 乙は、工事箇所及びその周辺にある地上・地下の既設構造物に対し、当該工事の施工に伴

い、支障を及ぼさないように適当な防護工を施さなければならない。 

     ３． 前記の事項以外でも乙は、工事施工中必要に応じ、監督員の指示する現場管理を行わなけ

ればならない。 

     ４． 乙は、工事現場の一般通行人及び通行車に対して見易く安全な場所に、工事目的・工事工 

期・工事種別・事業主体・工事請負者等を記載した標示板を設置しなければならない。 

 

（管路等の掘削） 

第 21 条    掘削は、１日の布設延長以上に掘削してはならない。また、布設後は、必ず埋戻しをなし、

掘り放しにしてはならない。 

     ２． やむを得ず掘り放しになる場合は、充分な防護工を施すか必要に応じ、路面覆工板を設置

し、交通に支障なきようにしなければならない。 

     ３． 布設工事中、１日の作業を終えた管末部は必ず仮蓋をし、土砂等の流入を防止しなければ

ならない。 

     ４． 管の下端には特に留意し、玉石ガレキ等を取り除き平坦にしなければならない。 

     ５． 掘削中、湧水・地下水等の侵入で法面崩壊の発生しやすい箇所は、矢板・排水設備を施し

安全につとめなければならない。 

 

（埋戻し） 

第 22 条    管布設後の埋戻しにあたっては、土工定規図に基づき、管の周囲に砂土をもって入替えし、

２０㎝ごとにランマ－等にて十分締固めを行わなければならない。 

路盤の締め固め厚さは、１５㎝以下（下層路盤は２０㎝以下）とする。 

 

（管等の運搬及び吊り降し） 

第 23 条    管及び弁等の運搬並びに吊り降しに際しては、本体に損傷を与えぬよう「ヤワラ」等をあて

て保護し、丁寧な取扱いをしなければならない。 

 

（接 合） 

第 24 条    管の受口内面挿入部・外面は、接合に先立ち土砂等の異物を完全に除去した後、滑剤を使

用し接合しなければならない。 

     ２． ＥＦ接合の場合、接合直前に融着面を切削し、専用のコントローラを用い融着接合を行わ

なければならない。また、水は厳禁とする。接合完了後は、所定の冷却時間をおかなければ

ならない。また、冷却中は外力を加えてはならない。 

     ３． ボルトナットの締付けトルクは、下表を標準とする。 

 

種  別 締付けトルク 

ダクタイル鋳鉄管φ７５  ６０N･m 【M16】 

ダクタイル鋳鉄管φ１００～６００ １００N･m 【M20】 

塩化ビニル管  φ ５０～２００ メーカー基準に準ずる 

フランジ    φ ７５～２００  ６０N･m 【M16】 

〃     φ２５０～３００  ９０N･m 【M20】 

〃     φ３５０～４００ １２０N･m 【M22】 

〃     φ４５０～６００ ２６０N･m 【M24】 
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４． 鋳鉄管及び塩ビ管の布設において、十字管部・Ｔ字管部・曲管部は必ず特殊押輪・離脱防

止金具を使用しなければならない。 

     ５． フランジ接合面は、さびやその他の異物をワイヤ－ブラシ等でよく取り除き、良好な状態

で接合しなければならない。 

     ６． 配管工は、充分な能力と熟練した技能を有するものを配備させ、作業着手に当たって継手

の形式、構造、接合部品、接合の要点を熟知しておかねばならない。 

７． ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管継手の施工については、『ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管接合要領書』に 

準じて行うものとする。また接合作業の都度、ＧＸ継手チェックシート記入を行い、工事完 

了後に提出をする。 

 

（管の切断） 

第 25 条    管の切断は､管軸に対して直角に行わなければならない｡ 

     ２． 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならない。 

     ３． Ｔ形管の切断を行った場合は、挿し口端面をグラインダ等で規定の面取りを施さなければ

ならない。 

     ４． ＮＳ管の切管には必ず１種管を用いる。また、切断・溝加工は、専用の工具を用いなけれ

ばならない。 

     ５． 鋳鉄管の切断面は、衛生上無害な防食塗装を施さなければならない。 

     ６． 鋼管の切断面は、必要に応じ開先仕上げを行わなければならない｡ 

     ７． 塩ビ管の切断面は、ヤスリ等で規定の面取りを施さなければならない。 

 

（許容曲げ角度） 

第 26 条    ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形継手部の角度及び変位は、次の基準値を越えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ２． ダクタイル鋳鉄管 Ｔ形継手部の角度及び変位は、次の基準値を越えてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ３． ダクタイル鋳鉄管 ＮＳ形及びＧＸ形継手部の角度及び変位は、次の基準値を越え 

てはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼び径 
許容変位 

許容曲げ角度 
４ｍ ５ｍ ６ｍ 

φ４００ ― ― ４３㎝ ４°１０’ 

φ３５０ ― ― ５０㎝ ４°５０’ 

φ３００ ― ― ３５㎝ ３°２０’ 

φ２５０ ― ３５㎝ ― ４° 

φ１５０～２００ ― ４４㎝ ― ５° 

φ ７５～１００ ３５㎝ ― ― ５° 

呼び径 
許容変位 

許容曲げ角度 
４ｍ ５ｍ ６ｍ 

φ４００ ― ― ３７㎝ ３°３０’ 

φ３００～３５０ ― ― ４２㎝ ４° 

φ１５０～２５０ ― ４４㎝ ― ５° 

φ ７５～１００ ３５㎝ ― ― ５° 

呼び径 
許容変位 

許容曲げ角度 
４ｍ ５ｍ ６ｍ 

φ５００ ― ― ３２㎝ ３°２０’ 

φ３００～４００ ― ― ３１㎝ ３° 

φ１５０～２５０ ― ３５㎝ ― ４° 

φ ７５～１００ ２８㎝ ― ― ４° 



 5 

 

 

     ４．硬質塩化ビニル管・ＲＲ継手の角度及び変位は、次の基準値を越えてはならない。 

 

 

 

 

     ５． 配水用ポリエチレン管は、次の基準値を超えてはならない。 

                     単位：ｍ 

 

 
 

 

 

 

（溶接一般事項） 

第 27 条    乙は、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随時派遣し、溶接工を指

導させなければならない。 

     ２． 溶接方法・溶接順序・溶接機・溶接棒等の詳細については、着手前に監督員に報告しなけ

ればならない。 

     ３． 溶接施工に先立ち、これに従事する作業員の職歴証明書及び資格証明書を提出しなければ

ならない。 

     ４． 溶接材は、日本産業規格品(J.I.S)を使用しなければならない。 

 

（溶 接） 

第 28 条    溶接部は、十分乾燥させ、さびその他の有害なものは、ワイヤーブラシその他で完全に除

去し、清掃してから溶接を行わなければならない。 

     ２． ビ－ドの余盛りは、なるべく低くするように溶接し、最大４mm を標準とする。 

     ３． 本溶接は、内外面ともゆがみの生じないよう溶接順序に留意しなければならない。 

     ４． 鋼管の溶接口は、ベベルエンドになっていなければならない。 

     ５． 溶接部のＸ線検査は､監督員の指示に従って行わなければならない。 

 

（水圧試験） 

第 29 条    配管終了後、継手の水密性を確保する為、原則として管内に充水し、管路の水圧検査を行

わなければならない｡試験方法については､監督員の指示によること。 

 

（コンクリ－ト） 

第 30 条    コンクリ－トは、「コンクリ－ト標準示方書」に準拠して施工しなければならない。 

     ２． レディミクスコンクリ－トは、J.I.S.A5308 によらなければならない。 

     ３． コンクリ－トのスランプ試験及び強度試験等は、監督員の指示に従って行わなければなら

ない。 

 

（コンクリ－トの養生・脱枠） 

第 31 条    コンクリ－トは、打込み後、低温・乾燥並びに急激な温度変化による有害な影響を受けな

いように十分養生しなければならない。 

     ２． 養生方法・養生日数については、監督員と十分協議し､型枠の取外しは、監督員の承諾を得

なければならない。 

 

（鉄 筋） 

第 32 条    鉄筋は、設計図に示された形状及び寸法に正しく一致するよう加工しなければならない。

設計図に明記なき箇所は、（鉄筋の曲げ等）鉄筋コンクリ－ト標準示方書に従って施工しなけ

ればならない。 

 

（アスファルト舗装） 

第 33 条    舗装は、「アスファルト舗装工事共通仕様書」・「アスファルト舗装要綱」により施工しなけ

ればならない。 

     ２． 舗装版厚及び密度の検査は、監督員の指示に従って行わなければならない。 

 

呼び径及び継手部 ５ｍ当り許容変位 許容曲げ角度 

φ２００～φ５０ ３５㎝ ４° 

呼び径 φ５０ φ７５ φ１００ φ１５０ φ２００ 

曲げ配管の最小

半径 
５.０ ７.０ ９.５ １３.５ １９.０ 


